
公益社団法人 青森県介護支援専門員協会 令和7年度 八戸支部研修会『シャドウ・ワーク〜どう向き合うのか〜』（令和7年12月12日）
◆演習

1. グループで取り上げたい法定外業務を選定する。
2. 選定した法定外業務に対して、②を検討して記載する。

課題となっている法定外業務(支援)　※順不同 ①課題となっている理由(背景)
②課題解決に向けたアイデア

（つなぐことが可能な資源(機関)、上手く支援できた経験、理
想的な環境や新たな解決策の提案など）

・独居、家族県外、近くに支援者なし。緊急時の救急車同乗で時間・タ
クシー代を負担した。
緊急通報システムからかけつけた人→ケアマネに「家の中で倒れている
ようだ」と電話あり→救急隊が自宅内を確認→ケアマネが救急車同乗し
夜間遅くまで付き添い→帰りのタクシー代はケアマネ負担。

・独居、家族県外在住、近くに親族なし。
・自宅の鍵をしまっていた。
・救急隊員「ケアマネさん乗ってください」と言われ
た。

「ケアマネは救急車には乗りません」と伝える。（必要な情報
は伝えます）
家族連絡先を救急隊に伝える。
入院にならず帰宅する時は、病院と家族で直接連絡とってもら
う。

・行方不明になった利用者の捜索、相談、対応
認知症、家族が目を離した隙に行方不明→勤務時間外にケアマネに連絡
→ケアマネ自宅へ駆けつける→交番、サービス事業所、近所の人へ連絡
→交番に情報提供あり自宅に戻る。
※この間、勤務時間外に数時間、利用者宅にいた。

・認知症
・家族の不安

関係機関に連絡し、ケアマネ1人で捜索しない。
利用者宅に駆けつけなくても良い。

・アパート大家さんから住まい探しを頼まれた。
天気不良の後、アパート大家が来所、アパートが破損したため「住まい
を探してくれ」「〇〇才くらいの人、元々アパート古いから出ていって
ほしい」。住所を調べると他の地域包括支援センターのエリア→そのセン
ターに情報提供した。これはセンターの業務？

・地域住民（大家さん）がセンターの役割を理解して
いない、何でも屋だと思っている？

大家さんから本人へ言うべき。

・金銭管理に手を貸したら、被害的な訴えにつながった。
ショートステイの限度額認定申請の代行をしたら、通帳記帳をしてこい
と言われた。

・老老介護で、キーパーソンが倒れ、親族がいなかっ
た。

金銭関係のことはやらない。
限度額認定をケアマネはやらないでショートステイ利用しても
らう。
ケアマネを守ることが大切。
キーパーソン以外の親族確認。

・買い物(利用者のこだわりの品。独居、生保、身寄りなし、精神疾患あ
り)
ケアマネジャーが4年間買い物支援（こだわりの嗜好品）。自家用車で買
い出し行く。
・要望が多い(細かい事)。毎日のように連絡がくる。時間関係なく対応
する。

・外部の支援を提案するも本人が信用しない。
・ヘルパーがサービス提供していない（嗜好品の場
合）。
・商店が配達していない。
・会社の方針で「できない」と伝えるも、泣きつかれ
て、ケアマネジャーはあきらめた...
・ケアマネジャーはシャドウ・ワークであることを認
識しているが、長くやり過ぎて意識が薄くなってき
た。

・訪問や配達可能なお店を紹介する。
・こだわりの嗜好品と同じ効果が得られる商品を紹介する。
・生産者の方と定期購入の契約をして送ってもらう。

・透析の通院同行
・通院同行(病院からの依頼)※認知症など意思疎通ができない

・タクシーに空きがない

・病院の送迎がなくなった

・家族が対応してくれない

・福祉用具を使って自分で通院できるよう勧めてみた(断られ
た)
・ジャパンタクシーを使いやすくしてほしい

・遠方の家族から安否確認の依頼

・夜間、家族間でのトラブルの相談 (本人に連絡して欲しい)

・家族が遠方

・家族の関係がよくない。

・行政の避難計画に載せてもらう、
・介護保険外の対応はできない事をしっかり伝える。
・訪問看護の利用を勧める。



課題となっている法定外業務(支援) ①課題となっている理由(背景)
②課題解決に向けたアイディア

（つなぐことが可能な資源(機関)、上手く支援できた経験、理
想的な環境や新たな解決策の提案など）

・居宅と契約したがサービス利用していない方の対応 ・福祉用具購入のみなど報酬が発生していないが、 入
院時の情報シート要求や更新申請代行。ケアマネは常
に状態を把握していると周りが思っている

・福祉用具購入、住宅改修のみでも報酬があればよい。業者が
モニタリングしてケアマネに報告。
・サービス利用しない場合は居宅終了届を提出する。

・身寄りのない利用者の緊急受診対応。
病院側から、待機を求められ、長時間拘束される。

・利用者自身に身寄りがない。(近くに頼れる親族がい
ない)
・入院の場合、病院側は身元保証人が必要なため。

・キーパーソン、身寄りのないケースは、成年後見人の申し立
てを検討する。親族がいなければ、首長申し立てを相談する。
・病院側にも、身寄りのない（身元保証人がいない）患者さん
を受け入れる体制をお願いする(医師会など)。
・居宅介護支援事業所として、インフォーマルな対応でも報酬
があれば（自費請求）、全然やってもよいです！

・モニタリング時の長時間の雑談。 ・利用者さんが話し好き。 早めに切り上げたら、ク
レームがきてしまった。
・利用者さん本人の介護に関係のない話だと、聞く意
味を見い出せない。

・重要事項説明書に、相談時間(〇〇分など)を記載する。（特
定保健師の相談時間は 20分と決められている）
・傾聴ボランティアや学生ボランティアの活用。
・これが、シャドーワークなのか？疑問が残ったまま終了と
なった。（話を聞いて、利用者との信頼関係を深められるとも
思うし...)

・マイナンバーカードの作成同行、代行を求められた。
(行政からの依頼)
・今回の大地震で、家の一部が壊れたり、物が落ちた。大変だから行っ
てみてと介護サービス事業所から連絡がきた（一人暮らし）。

・ケアマネジャーに連絡すればどうにかなると思われ
た。

・なんでも屋さん　地域のインフォーマルサービス　サービス
冊子。

・生活保護に関する書類の代行。 ・一人暮らしで頼れる親族がいない。遠方にいる。
・ついケアマネジャーがやっている。

・ケースワーカーに相談する。

・引っ越しの調整
・施設入所の付き添い。

・身寄りがない人が増えている。 ・身元保証会社

・外国人の家族への支援。 ・言葉が通じない、文字が書けない、文字が理解でき
ない。
・本人に身寄りがいない。 (子供や兄弟がいない)

・行政に外国人支援窓口があれば支援をうけられたのでは?
・翻訳アプリの活用。
・大使館への相談。
・(キリスト教なら)神父さんに相談。

・首長申し立ての手続きにおける「本人情報シート」の作成。
「訪問調査」の立ち会い。

・本人に身寄りがいない
・本人の判断力低下

・行政や包括を巻きこんで支援を求める。
・八戸圏域成年後見センターの活用。
・法テラスの活用。

・入院、退院の生活品の調達
命に関わることはやれる気持ちがあるが、その他の用事については大変
さを感じる。

・身寄りがない、お金がない
・本人の「やってくれ」という気持ち。
・病院から「持ってきて」と言われる状況がある。
「携帯の充電器、ひげ剃り、歯ブラシ、残薬持ってき
て」

・身元保証業者は高い。誰かと（行政）とタイアップしてはど
うか？安価な身元保証。
・病院も入院初期支援が必要ではないか？どういう環境で生活
してきたか判断できるのではないか？
・行政、自治体が動く。病院が動く。家事代行。

・家族が出張でいない、遠方で対応できないため、シャドウ・ワークが
多い。

・対応しないと命に関わるため対応する。
・信頼関係が崩れてしまうため。

・やらなければならないためやっているが、解決無向けたアイ
ディアはなかなか出ない。
・日用品、通院、おむつ購入等対応しなければ暮らせない。

・独居対応、生活保護対応。やればやるほど頼られる。



課題となっている法定外業務(支援) ①課題となっている理由(背景)
②課題解決に向けたアイデア

（つなぐことが可能な資源(機関)、上手く支援できた経験、理
想的な環境や新たな解決策の提案など）

・法的リスクのあるシャドウ・ワーク。 ・金銭管理や死後事務など手数料が発生し、金銭負担
が生じる。→つながりにくい。

・あっぷるハート
・身元保証、委任契約

・資源につながっていくのを手伝うのが仕事。 ・お金になるもの、ならないもの→リスク有り、リス
ク無し。※トータルで必要

・これまで当たり前にやっていた。シャドウ・ワークと言うけれど、顕
在化している業務。自然にやっているものがある。

介護保険開始以来、やって当たり前。
最近、風向きが変わっただけ。

法律でヘルパーがやってはいけない業務のパンフレットがあっ
たように、ケアマネジャーにもやってはいけないリストを作っ
てほしい。

・インフルエンザ予防接種、マイナンバーカード→ホームページに「ケ
アマネジャー対応可」と書いている。→やめてほしい。
・入院や緊急入所（ショートステイ）の時の荷物の準備等。 支援者が不在。 地域包括支援センターに連絡し、一緒に自宅に入り準備した。

（一人で自宅内に入れないため）
・緊急時に備えて事前に話し合っておく。

・通院時の付き添い（毎回）
精神的不安定で通院時に他者に迷惑をかけてしまう。

・予約日以外に突然受診してしまう。
・自分の思い通りにならないと大声で怒鳴ってしま
う。
・他の患者さんと接触しようとしてしまう。

・精神科の受診につなげた。

・金銭管理
公共料金の支払代行、ATMへの付き添い等

・身寄りがない。
・利用者との信頼関係が壊れるのを恐れて断れない。

・あっぷるハート、成年後見、身元保証業者

・引きこもりの家族への対応。
電話故障の対処、入院時の動き。

・家族が引きこもり、介護力不足。 ・関係している事業所や他の家族とも情報共有して解決策を検
討する。

・時間外対応 ・要支援でお元気な方の対応。（長時間の雑談）
・深夜にショートメール。

・昼食前11:30頃訪問し「もうお昼ですね〜」と退室。サービ
スが入る前に訪問して退室。
・時間内に返信するようにする。家族へも意識してもらえるよ
う伝えていく。

・郵便物の確認。
・マイナンバーの手続き。
・スマホの操作。

・視力障害の方の郵便物を確認。 ・身元保証サービス、便利屋の依頼。

・家族の話（愚痴）（利用者以外） ・話を聞いてくれる人が周りにいない。 ・傾聴ボランティア、看護学生ボランティア

・ショートステイ拒否の方の説得。 ・本人の強い拒否、家族が逃げ腰。 ・本人にショートステイの役割を伝える。自分が必要とされて
ると思ってもらい、安心して利用できる。



◆参加申込書に記入された声

「シャドウ・ワーク」について困っていること、感じていること等ありましたら、ご記入ください。

保険外の業務
・郵便物の受取、転送、内容確認
・書類作成(受給者証等)
・救急搬送時の同乗、
・他機関へつなげない時の業務
・家庭の片付け(引っ越し)、家の管理
・預貯金の引き出し、財産管理
・死後事務
→業務外でと思っていながらも状況的にやらざるをえないためにやってしまった事もあります。 身寄りのない高齢者に対してと支援できる所が増えてほしいと感じています。
・利用者家族からの時間外、休日のショートメールや電話連絡が多いことが大変です。
・利用者宅へモニタリング訪問時、長時間の雑談に対して、できるだけ話を短くしようと努力していますが...
・独居、視覚障害、遠方に住んでいる家族から本人の通帳へ生活費等振込みされているが、本人下ろしに行けない。また、本人使い過ぎるため、ケアマネに預かり管理を依頼される。
・モニタリング時、行政からの手紙を多量に持って来て、1通1通確認して関係課につなげる。
・独居。本人電話がつながらず訪問したところ電話回線故障。介護サービス事業所から連絡が取れないと困ると言われ、直るまで電話会社とやり取りした。
・違法訪問販売にあい、後見人もいないことから代理対応した。
・後見人がついていてもお金の管理や証書の管理のみで、実際に入院した時など動けずケアマネが対応した。
・行政職員や近所の方、友人等「ケアマネさんがついているなら何でも相談してやってもらって」 と本人家族へ言い、ケアマネが何でも屋になってしまう、また信頼関係を崩したくないとい
う理由からやってしまう。

利用者本人(生活保護)がアパートから特養へ入所される際に、アパートの解約や家具の処分、水道や電気の解約を親族(高齢) が行えずケアマネに相談が度々くる。CWや包括へ相談するよう促
す。包括、CWに相談するも親族は再度ケアマネさんの方が話しやすい、スムーズに解決してくれるなどを理由に各契約の解除の相談を受ける。CMもアパート等の契約解除などは出来ないた
め、親族と一緒にアパートの大家の所へ同行したりすることがあった。
・電気などの契約解除などを行うこともあった。
・生活保護申請も代行することもあり、本人の口座の写しをもって何度もCWの人と面会し、 申請も一度では通らず3〜4回申請手続きをすることもあった。
・新規申請の支援をしただけなのに、調査の立ち会いを求められ 「何を知らないのに良いのかなぁ…」と思う事があります。
・施設入居の方のインフルエンザの予診票をもらってきてほしいと依頼されると、「私かなあ」と思ってしまうことがあります。
・主治医の勧めで区分変更申請をしても却下になったり介護度が下がると、モヤっとします。

記：小泉紀之（介護あんしん相談室サンパチ）


